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 報道関係者 各位 

 

 令和５年２月１７日 

【照会先】 

 第二部会担当審査総括室 

    室長 粟村 勝行 

  （直通電話） 03-5403-2164 

 

ジェイアールバス関東不当労働行為再審査事件 

（令和３年(不再)第３５号）命令書交付について 

 

 中央労働委員会第二部会（部会長 岩村正彦）は、令和５年２月１６日、標記事件に関する命令

書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。 

 命令の概要は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

【命令のポイント】 

～ Ａが会社から脱退勧奨を受けたとし救済申立てを行ったが、当該脱退勧奨はＡが当時

加入していたＪＲ東労組との関係での団結を損なうおそれのある行為であり、その後、

Ａが自らの判断によりＪＲ東労組を脱退し、他の労働組合に移籍したことから、Ａの救

済利益が失われているとして、申立てが棄却された事案 ～ 

 

会社の支店長がＡに対して行った発言は、脱退勧奨として労組法第７条第３号（支配介入）

の不当労働行為に当たる。もっとも、当該支店長の発言は、Ａと、その当時Ａが加入していた

ＪＲ東労組との関係での団結を損なうおそれのある行為であるところ、Ａは、本件救済申立て

後、ＪＲ東労組を自らの意思で脱退し、他の労働組合であるＪＴＳＵ－Ｂに移籍した。このこ

とからすると、ＡとＪＲ東労組との関係で救済命令を発する必要性は認められない。 

 

 

Ⅰ 当事者  

再審査申立人  ジェイアールバス関東株式会社（会社）（東京都江東区） 

従業員９８０名（初審申立時） 

再審査被申立人  Ａ（個人） 

 

Ⅱ 事案の概要 

１ Ａは、会社の白河支店でバスの運転手として勤務し、東日本旅客鉄道労働組合（ＪＲ東労組）

に加入し、水戸地方本部（水戸地本）に所属していた。Ａは、平成３０年１１月５日、バスの

回送運転中に喫煙及び私用の携帯電話による通話を行った。当時の白河支店の支店長（白河支

店長）は、同月１１日及び１２日、Ａに対し、Ａの上記行為を会社に報告しない条件として、

ＪＲ東労組の脱退届を出すよう求める内容を含む発言をした（本件各発言）。 

２ Ａ、水戸地本及びＢ（水戸地本大子支部棚倉分会の分会長）は、令和元年１１月１１日、本

件各発言が支配介入の不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会（都労委）に対し、救

済申立てを行った（Ｂは初審都労委において申立てを取り下げた。）。都労委は、Ａと水戸地

本の申立てを分離の上で、Ａの申立てを認容する命令を発した（なお、水戸地本の申立ては却

下された。）。本件は、初審命令を不服であるとして会社が再審査を申し立てた事案である。 

３ Ａは、本件申立後の令和２年２月１６日、ＪＲ東労組を脱退し、その後、ジェイアールバス

関東労働組合（ＪＴＳＵ－Ｂ）に加入した。 
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Ⅲ 命令の概要 

１ 主文 

初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却する。 

 

２ 判断の要旨 

⑴  争点１（本件各発言は、労組法第７条第３号の不当労働行為に該当するか。）について 

 本件各発言の内容は、白河支店長が、Ａに対し、非違行為を会社に報告しない条件として、

ＪＲ東労組の脱退届を提出するよう求めたものであり、本件発言は、組合員に対し、ＪＲ東

労組からの脱退を促し、その運営に干渉して労働組合を弱体化させる行為であるというべき

である。 

⑵  争点３（争点１において会社の不当労働行為が認められる場合に、Ａの救済利益が認め

られるか。）について 

ア 本件各発言は労組法第７条第３号の不当労働行為に該当するが、Ａは、本件初審申立て

後の令和２年２月１６日にＪＲ東労組を脱退し、その後、新たに結成されたＪＴＳＵ－Ｂ

に加入したことが認められる。そこで、Ａとの関係での救済利益がなお残存しているかに

ついて、以下検討する。 

イ 本件各発言は、当時ＪＲ東労組の組合員であったＡに対し、ＪＲ東労組からの脱退届を

提出するよう求めるものであり、ＡがＪＲ東労組の組合員であることを問題視するもので

ある。このことからすると、本件各発言は、ＪＲ東労組の団結力、組織力を損ねて弱体化

させるおそれのある行為であり、本件の申立人たるＡに対しては、ＪＲ東労組との関係で

の団結を損なうおそれのある行為であるというのが相当である。 

ウ そして、本件では、Ａが令和２年２月１６日にＪＲ東労組を脱退し、その後、水戸地本

執行部の組合員らがＪＲ東労組を脱退して結成したＪＴＳＵ－Ｂに加入したことが認めら

れる。このことからすると、救済命令によってＡとＪＲ東労組との関係における団結を回

復する必要性は、もはや失われたといわざるを得ない。 

エ Ａは、本件各発言による団結権侵害は、ＪＲ東労組のみならず、労働組合一般へ加入す

る権利の侵害であると主張するが、本件各発言をそのように評価することはできない。 

  また、Ａは、本件各発言当時に所属していた水戸地本と、ＪＴＳＵ－Ｂとは実質的同一

性があるとして、団結権回復の必要を主張するが、本件各発言によって、ＡがＪＴＳＵ－

Ｂとの間の団結までもが脅かされたということはできないのであって、ＪＴＳＵ－Ｂとの

関係で、団結を回復すべき必要性を認めることはできない。 

  Ａは、ＪＲ東労組が本件各発言を巡る問題は「解決済」と表明していること等からして、

自身のＪＲ東労組脱退はやむを得ない旨を主張するが、ＪＲ東労組がそのような立場に立

っていたとしても、Ａは、ＪＲ東労組との関係での団結を志向しつつ、個人で救済申立て

を行う余地はあったのであるから、自らの判断によって別組合に移籍したＡについて、な

おＪＲ東労組との関係で団結を回復する内容の救済の必要があるとは認められない。 

  以上のとおり、Ａの主張はいずれも採用できない。 

オ 本件において、Ａに対する救済の利益は認められないため、その余の争点（争点２：Ａ

の申立人適格、争点４：救済方法）について判断するまでもなく、Ａによる本件救済申立

てを認めることはできない。 

  もっとも、本件各発言が労組法第７条第３号に該当する行為であることは、上記⑴のと

おりである。本件ではすでに救済の利益が失われているものの、会社においては、今後同

様の行為が繰り返されることがないよう、徹底することが望まれる。 

 

【参考】  初審救済申立日 令和 元年１１月１１日（東京都労委令和元年(不)第８２号） 

初審命令交付日 令和 ３年  ９月１６日 

再審査申立日 令和 ３年 ９月２９日（会社） 


